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介護保険制度のあらまし介護保険制度のあらまし
　介護保険に加入するのは、杉並区に住所（住民登録・外
国人登録）のある４０歳以上の方です。法律により、全員が
手続きすることなく被保険者になります。（ただし、特定の
施設に入所している場合は除きます）
　年齢により、保険料・介護サービスの利用など、違いが
あります。（左図参照）
　問い合わせは、介護保険課へ。

〈表１‐第１号被保険者の保険料額〉
保険料月額（１人あたり）

所得段階 １３年１０月
以降

１２年１０月
～１３年９月

１，４７０円７４０円生活保護受給者等第１段階
２，２０５円１，１１０円住民税非課税（世帯）第２段階
２，９４０円１，４７０円住民税非課税（本人）第３段階

３，６７５円１，８４０円住民税課税
（所得２５０万円未満）第４段階

４，４１０円２，２１０円住民税課税
（所得２５０万円以上）第５段階

※上記の金額は端数処理により若干異なる場合があります。

①
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症

②
後
縦
靱
帯
骨
化
症

③
骨
折
を
伴
う
骨
粗
鬆
症

④
シ
ャ
イ
・
ド
レ
ー
ガ
ー
症
候
群

⑤
初
老
期
に
お
け
る
痴
呆

⑥
脊
髄
小
脳
変
性
症

⑦
脊
柱
管
狭
窄
症

⑧
早
老
症

⑨
糖
尿
病
性
神
経
障
害
、
糖
尿
病

性
腎
症
、
糖
尿
病
性
網
膜
症

⑩
脳
血
管
疾
患

⑪
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

⑫
閉
塞
性
動
脈
硬
化
症

⑬
慢
性
関
節
リ
ウ
マ
チ

⑭
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患

⑮
両
側
の
膝
関
節
ま
た
は
股
関

節
に
著
し
い
変
形
を
伴
う
変

形
性
関
節
症

〈表２‐特定疾病一覧〉

第１号被保険者�第２号被保険者�

６５歳以上の方。�
保険証は、一人ひとりに交付されます。�

４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者。�
保険証は、要介護認定を受けた場合など�
に、交付されます。�

保険料額・計算方法�
区の条例で基準額を決めます。杉並区
の保険料基準額は、ひと月あたり　　
２,９４０円です。�
これを基に、所得段階に応じて５段階
で計算します。（表１）�
納め方�
年額１８万円以上の年金を受給している
方⇒原則として年金支給時に差し引か
れます。（特別徴収）�
特別徴収できない方⇒毎月個別に納め
ていただきます。（普通徴収）�
徴収開始は、平成１２年１０月から。（保
険料通知書は、８～９月頃送付予定）�
※政府の特別対策に基づき、杉並区は
平成１２年４月～９月までの間は、保険
料を徴収しません。また、１０月から１
年間は、本来の保険料額の１/２にな
ります。（表１）�

保険料額・計算方法�
加入している医療保険によって異なり
ます。�
納め方�
加入している医療保険者が、医療保険
料に上乗せし、ひとつの保険料として
徴収。それが、いったん全国で集めら
れ、区市町村に配分されます。�
徴収開始は、平成１２年４月分から。�
詳細は各医療保険者へお問い合わせく
ださい。�

要介護（要支援）認定を受けると、介
護保険のサービスが利用できます。�
申請に必要なもの�
・介護保険証�
・かかりつけ医療機関や主治医名がわ
　かるもの（診察券など）�

特定疾病（表２）により介護が必要と
なったとき、要介護（要支援）認定を
受けると、介護保険のサービスが利用
できます。�
申請に必要なもの�
・健康保険証�
・かかりつけ医療機関や主治医名がわ
　かるもの（診察券など）�

※６５歳間近の方が、第１号被保険者とし
　て、６５歳到達日（６５歳の誕生日の前日）
　からサービスを受けるために、誕生日
　の２カ月前から要介護認定の申請がで
　きます。�

対
象
は�

介
護
保
険
料
は�

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は�

介護保険の資格・保険料・サービス利用について� ４０歳以上の方は、介護保険に
加入することになります

介護保険制度
が始まります

４４月月１１日日
かからら

　４月１日から介護保険制度が始まります。これに伴い、高齢者福祉サービスや障害者福祉サービスの一部も変わります。
　この号では、介護保険制度の内容と高齢者福祉サービス・障害者福祉サービスの変更点をご紹介するとともに、杉並区の介護保険事業の
基本となる「保健・福祉計画」「介護保険事業計画」についてお知らせします。

介護を社会全体で支えるしくみ

４月中の土曜・日曜日、
介護保険電話相談窓口

�日時：４月中の土曜・日曜日　午前９時～午後５時

　区では、新しい制度を円滑にスタートさせるため、区民の方や事
業者などからの問い合わせにお答えしますのでご利用ください。

�電話番号　　℡３３１５－３８５３（臨時）
※４月中の土曜・日曜日だけの臨時電話番号です。ご注意ください。

（ただし、４月１日・２日は午前８時３０分～午後７時）
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◇
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成

　

要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
を

受
け
た
ら
、「
い
つ
、
ど
ん
な
サ

ー
ビ
ス
を
、
ど
の
事
業
者
か
ら

受
け
る
か
」
と
い
う
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
を

立
て
ま
す
。（
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

は
表
１
の
と
お
り
）

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
は
、
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
に
依
頼
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事
業
者

に
所
属
す
る
介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
が
、

利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
支

給
限
度
基
準
額
（
表
２
）
を
考

慮
し
て
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成

〈表１‐介護保険で受けられるサービスの種類〉

�在宅（居宅）サービス

訪問通所サービス

訪問介護（ホームヘルパーによる介護や家事援助）

訪問入浴介護（自宅を訪問しての入浴サービス）

訪問看護（看護婦等が訪問し療養上の世話）

通所介護（施設での介護サービスや機能訓練：デイサービス／日帰り）★

通所リハビリテーション（病院等での介護サービスや機能訓練：デイケア／日帰り）

福祉用具の貸与（車いす・特殊寝台等の貸与）

訪問リハビリテーション（専門家の訪問によるリハビリ）

短期入所サービス

短期入所生活介護（特別養護老人ホームでのショートステイ）

短期入所療養介護（老人保健施設・療養型病床群などでのショートステイ）

その他の居宅サービス

福祉用具購入費の支給（入浴や排せつ等のための福祉用具購入費用の補助）

住宅改修費の支給（手すりの取付け等小規模な住宅改修費用の補助）

居宅療養管理指導（医師・歯科医師等による療養上の管理・指導）

痴呆対応型共同生活介護（痴呆性老人のグループホーム）※

特定施設入所者生活介護（有料老人ホーム等における介護）

�施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（老人保健施設）

介護療養型医療施設（療養型病床群など）

※痴呆対応型共同生活介護および施設サービスは、要介護度１～５の認定を受け
た方のみ利用できます。
★＝区内の通所介護（デイサービス）施設は次ページ表のとおりです。

介護サービスが必要になったら（利用のしくみ）�

�
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
の
申
請�

�

訪

問

調

査

�
�
調
査
結
果�

�
主
治
医
意
見
書�

特
記
事
項�

一
次
判
定�

�
介
護
認
定
審
査
会
の
審
査
・
判
定
（
二
次
判
定
）�

�
区
の
認
定
・
結
果
通
知�

自
立�

要
支
援�

要
介
護
（
１
〜
５
）�

�
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成�

�
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用�

申
請
受
付
窓
口
は�

３
ペ
ー
ジ
を
参
照�

区
の
職
員
、
ま
た
は�

区
が
委
託
し
た
調
査�

員
が
伺
い
ま
す�

結
果
は
原
則
と
し
て�

申
請
よ
り
３０
日
以
内�

に
通
知�

居
宅
介
護
支
援
事
業�

者
へ
依
頼�

（
施
設
入
所
の
場
合�

は
施
設
で
作
成
）�

４
ペ
ー
ジ
へ�

介
護
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
は
利
用
で
き

ま
せ
ん
が
、介
護
予

防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
で

き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。�

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）�

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
日

常
生
活
に
何
ら
か
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

左
図
の
手
続
き
に
よ
り
利
用
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
法
で
は
、
要
介
護

認
定
等
に
関
す
る
不
服
は
、
東

京
都
介
護
保
険
審
査
会
へ
の
審

査
請
求
、
事
業
者
等
に
対
す
る

不
服
は
、
東
京
都
国
民
健
康
保

険
団
体
連
合
会
へ
の
申
し
立
て

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

区
で
は
、
問
題
解
決
の
た
め

の
調
整
や
適
切
な
窓
口
案
内
を

行
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
区
の
窓

口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

要
介
護
認
定
に
は
、
有
効
期

間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
期

間
満
了
の
前
月
に
は
、
更
新
の

お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
更
新
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

そ
れ
以
前
で
あ
っ
て
も
、
心

身
の
状
態
が
変
化
し
た
場
合
な

ど
は
、
再
申
請
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

施
設
で
作
成
し
ま
す
。

　

利
用
者
は
、
一
割
の
自
己
負

担
の
ほ
か
、
食
費
・
日
常
生
活

費
（
理
美
容
代
等
）
を
施
設
へ

支
払
い
ま
す
。

し
ま
す
。（
作
成
費
は
無
料
）

　

介
護
支
援
専
門
員
は
、
各
サ

ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
へ
の
利
用

申
し
込
み
や
費
用
負
担
の
計

算
、
要
介
護
認
定
申
請
の
代
行

な
ど
も
行
い
ま
す
。

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
が
決
ま
っ

た
ら
、
区
に
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◇
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ま
す
。
利
用
に
当

た
っ
て
は
、
利
用
者
が
直
接
事

業
者
と
契
約
を
し
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
利
用
に
は
、
一
割

の
自
己
負
担
が
あ
り
、
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
へ
支
払
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
施
設
は
、
三
種

類
あ
り
ま
す（
表
１
）。利
用
は
、

施
設
に
直
接
申
し
込
み
ま
す
。

　

入
所
中
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
、

〈表２‐居宅サービスの支給限度基準額〉

短期入所
サービス

訪問通所
サービス

短期入所
限度日数

（６カ月あたり）

支給限度基準額
（月単位）

（２３区の平均利用額）
要介護度

７日６４，３００円要支援

１４日１７５，４００円要介護１

１４日２０５，８００円要介護２

２１日２８３，２００円要介護３

２１日３２３，９００円要介護４

４２日３７９，５００円要介護５

〈表３‐高額介護サービス費の基準〉

上限額所得

３７，２００円一般世帯

２４，６００円区民税世帯非課税等

１５，０００円老齢福祉年金受給者等

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き

は
、
要
介
護
認
定
の
申
請
を

�
在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

場
合

�
施
設
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

場
合

�
要
介
護
認
定
の
更
新
・
再
申

請 �
要
介
護
認
定
や
、
サ
ー
ビ

ス
・
事
業
者
に
関
す
る
苦
情
・

相
談

�

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
し
く
み

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な
っ
た
ら
…

　
認
定
を
受
け
た
ら
…
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電話番号所在地名称

３３３９‐１５８８阿佐谷北１‐７‐３ケア２４阿佐谷（河北総合病院内）

３３９１‐０８８８荻窪５‐２０‐１ケア２４荻窪（保健医療センター内）

３３９６‐００２４上井草３‐３３‐１０ケア２４上井草（特別養護老人ホーム上井草園内）

３３３４‐２４９５高井戸西１‐１２‐１ケア２４高井戸（浴風会ケアハウス内）

３３３３‐４６６８西荻南４‐２‐７ケア２４西荻（西荻窪診療所内）

５３０５‐７３２８堀ノ内１‐６‐６ケア２４堀ノ内（老人保健施設ウェルファー内）

３３８０‐００２４和田１‐４０‐１５ケア２４和田（老人保健施設グレイス内）

３３８１‐０１１１和田２‐７‐７東福祉事務所高齢者介護係

３３９８‐９１０４天沼３‐３０‐４０西福祉事務所高齢者介護係

３３３２‐７２２１高井戸東４‐１０‐２６南福祉事務所高齢者介護係

３３１２‐２１１１阿佐谷南１‐１５‐１介護支援課高齢者介護係

問い合わせ先

�介護支援専門員（ケアマネージャー）のこと

要介護認定の相談・申請窓口

ご利用ください　

通所介護（デイサービス）施設

電話番号所在地名称

３３１２‐９５５６和田３‐５２‐４和田ふれあいの家

３３３４‐２１４０高井戸西１‐１２‐１第二南陽園高齢者在宅サービスセンター

３３３０‐４９０３高円寺北３‐２０‐８高円寺北ふれあいの家

３３３４‐２７４３高井戸西１‐１２‐１南陽園高齢者在宅サービスセンター

３３９４‐０４５５清水３‐２２‐４清水ふれあいの家

３３２１‐４８０８和泉４‐４０‐３１和泉ふれあいの家

３３９０‐８０７４下井草４‐２２‐４下井草ふれあいの家

３２２０‐９６３７荻窪２‐２９‐３荻窪ふれあいの家

３３０１‐２２５６上荻２‐２６‐７上荻ふれあいの家

３３３８‐８６３０阿佐谷北１‐２‐１阿佐谷北ふれあいの家

３３１８‐２６６０松ノ木２‐１４‐３松ノ木ふれあいの家

３３９４‐１０９４上井草３‐３３‐１０上井草ふれあいの家

５３２７‐３７０１高円寺北２‐１４‐２６アースの森高円寺デイサービスセンター

５３１６‐６６８０上高井戸３‐６‐９ハッピー高井戸デイサービスセンター

５３１１‐５６２１本天沼３‐４４‐１２すぎなみ天沼デイサービスセンター

５３１１‐３６３１西荻北２‐１０‐７☆桃三ふれあいの家

５３１１‐３６３７井草２‐２５‐４☆八成ふれあいの家

５３７７‐７０２５堀ノ内１‐１６‐３８☆大宮ふれあいの家

３３２７‐５８１１永福２‐１４‐２０☆永福ふれあいの家

３３１６‐２９４３和田２‐２７‐８☆和田堀ホーム

３３９５‐０９００本天沼３‐３４‐２８☆沓掛ホーム

３３１１‐７８２１堀ノ内３‐５２‐２２☆川内介護支援サービス

１２年９月
 �� 開設予定

宮前５‐１７‐１５（仮称）宮前ふれあいの家

１３年２月
 �� 開設予定

方南１‐５２‐１４（仮称）方南ふれあいの家

荻窪２‐３‐１（仮称）松溪ふれあいの家

☆＝１２年４月に開設

◇
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

　

一
割
の
利
用
者
負
担
に
は
、

上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
限
を
超
え
た
分
は
、
手

続
き
す
る
こ
と
に
よ
り
「
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
保

険
か
ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
こ

の
基
準
額
は
、
所
得
に
よ
り
三

段
階
に
な
っ
て
い
ま
す
（
２
ペ

ー
ジ
表
３
）
。

◇
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
の

現
行
利
用
者
へ
の
負
担
減
額

　

平
成　

年
度
に
区
の
ホ
ー
ム

１１

ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ

て
い
る
方
が
介
護
保
険
で
訪
問

介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
）
を
利
用
す
る
場
合
、
利
用

者
負
担
が　

％
か
ら
３
％
に
軽

１０

減
さ
れ
ま
す
。

　

生
計
中
心
者
が
所
得
税
非
課

税
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
事

前
に
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

◇
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
減

額
　

介
護
保
険
施
設
に
入
所
・
入

院
中
に
か
か
る
利
用
者
負
担
の

う
ち
、
食
費
に
つ
い
て
は
、
住

民
税
世
帯
非
課
税
等
の
方
の
場

合
、
減
額
と
な
り
ま
す
。
事
前

に
区
へ
減
額
認
定
の
申
請
が
必

要
で
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
３
月　

日

１２

３１

以
前
か
ら
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
に
入
所
し
て
い
る
方
は
、
現

行
の
費
用
徴
収
額
を
上
回
ら
な

い
よ
う
、
五
年
間
の
経
過
措
置

が
あ
り
ま
す
。
（
利
用
者
負

担
・
食
費
の
減
免
）

◇
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用

者
負
担
の
減
免

　

介
護
保
険
事
業
を
行
う
社
会

福
祉
法
人
が
、
施
設
や
在
宅
の

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
独
自

に
、
所
得
の
低
い
方
の
利
用
者

負
担
を
減
免
し
た
場
合
、
そ
の

費
用
の
一
部
を
国
や
都
・
区
が

助
成
し
ま
す
。

　

法
人
が
こ
の
減
免
を
実
施
す

る
場
合
、
対
象
と
な
る
利
用
者

は
、
区
が
発
行
す
る
「
確
認

証
」
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

◇
貸
付
制
度

　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど

が
支
給
さ
れ
る
ま
で
、
利
用
者

が
一
時
的
に
負
担
す
る
資
金
を

貸
し
付
け
る
、
「
高
額
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
等
資
金
貸
付
」
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　施設数、定員が増えて利用しやすくなりました。
　申し込み・問い合わせは、下表の各施設へ。

　
負
担
が
大
変
な
と
き
は
…

�
利
用
者
負
担
に
は
各
種
軽
減

制
度
が
あ
り
ま
す

�
基
準
該
当
事
業
に
つ
い
て

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

な
る
た
め
に
は
、
都
の
指
定

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

法
人
格
の
な
い
団
体
や
一

定
の
水
準
を
満
た
す
団
体
等

の
場
合
は
、
区
に
登
録
す
る

こ
と
に
よ
り
基
準
該
当
事
業

者
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

基
準
該
当
事
業
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

①
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
）
②
訪
問
入
浴
介
護
③
通

所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

④
福
祉
用
具
貸
与
⑤
居
宅
介

護
支
援
（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
）

　

問
い
合
わ
せ
は
、
計
画
推

進
課
へ
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

　

区
の
介
護
保
険
事
業
に
関

す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る

た
め
の
協
議
会
で
す
。
委
員

は
、
区
民
、
区
議
会
議
員
、

学
識
経
験
者
、
保
健
医
療
関

係
者
、
福
祉
関
係
者
に
よ
り

構
成
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
区
民
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

　

【
対
象
】
区
内
在
住
で　
２０

歳
以
上
の
方
【
任
期
】
三
年

【
募
集
人
数
】
八
名

　

申
し
込
み
は
、「
杉
並
ら
し

さ
を
生
か
し
た
介
護
保
険
事

業
の
た
め
に
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
作
文
（
一
〇
〇
〇
字
程

度
）
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

性
別
、
職
業
、
電
話
番
号
を

書
い
て
、
４
月　

日
（
必
着
）

２０

ま
で
に
計
画
推
進
課
へ
郵

送
。
選
考
に
よ
り
決
定
し
ま

す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
計
画
推

進
課
へ
。

杉
並
区
介
護
保
険

 

運
営
協
議
会
委
員

■
募
集
し
ま
す

�介護保険の資格・保険証・保険料、利用者負担のこと＝介護保険課
�介護認定審査会・認定結果・主治医意見書のこと＝介護支援課認定係

介護保険の相談・申請窓口＝杉並区役所℡３３１２‐２１１１

�
痴
呆
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
を
運
営
し
ま
せ
ん
か

　

痴
呆
性
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
は
、「
痴
呆
対
応
型
共
同
生

活
介
護
」
と
い
う
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

区
で
は
、
痴
呆
性
高
齢
者
が

地
域
で
暮
ら
し
続
け
て
い
け
る

よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を

整
備
し
て
い
き
ま
す
。

　

自
分
の
家
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
と
し
て
提
供
し
て
い
た
だ
け

る
方
や
、
運
営
を
目
指
し
て
い

る
社
会
福
祉
法
人
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
な
ど
の
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
計
画
推
進

課
へ
。
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平
成　

年
４
月
の
介
護
保
険

１２

制
度
の
実
施
に
伴
い
、
高
齢
者

福
祉
は
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。

　

区
で
は
、「
杉
並
区
保
健
・
福

祉
計
画
」
に
基
づ
き
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
と
介
護
保
険
に
含

ま
れ
な
い
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
を
総
合
的
に
実
施
し
、

す
べ
て
の
高
齢
者
が
住
み
な
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て

い
け
る
よ
う
支
援
し
て
い
き
ま

す
。 
　

介
護
保
険
に
含
ま
れ
な
い
高

齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
高
齢

者
が
で
き
る
限
り
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
区
独
自

の
事
業
で
す
。「
社
会
状
況
の

変
化
」、「
負
担
の
公
平
」、「
介

護
保
険
制
度
と
の
整
合
性
の
確

地
域
で
の
生
活
を
支
援
し
ま
す

―
区
の
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

保
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点

か
ら
今
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
見

直
し
、
要
介
護
状
態
に
な
る
こ

と
を
予
防
す
る
介
護
予
防
・
生

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
、
介
護
の

軽
減
を
図
る
介
護
関
連
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
を
図
り
ま
し
た
。

　
　

年
度
、
区
が
予
定
し
て
い

１２
る
主
な
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

お
よ
び
見
直
し
を
行
う
サ
ー
ビ

ス
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
給
付

対
象
と
な
ら
な
い
高
齢
の
方
な

ど
に
、
介
護
を
必
要
と
し
な
い

元
気
な
生
活
を
し
て
い
た
だ
く

た
め
の
、
介
護
予
防
と
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
総
称
で
す
。

　

外
出
が
か
な
り
少
く
な
っ
た

り
、
転
倒
し
や
す
く
な
っ
た

り
、
食
事
が
か
た
よ
っ
た
り
す

る
こ
と
が
長
く
続
い
て
い
る

と
、
自
立
し
た
生
活
を
続
け
る

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま

す
。

　

身
体
や
生
活
の
不
自
由
さ
を

早
め
に
相
談
し
、
活
動
的
な
生

活
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　

相
談
は
、
福
祉
事
務
所
、
ケ

ア　

へ
。

２４

い
つ
ま
で
も
元
気
に

自
分
ら
し
く

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

定している介護保険に含まれない区の高齢者福祉サービス◆

問い合わせ先費　用

対象となる方

サービスの内容 その他の要件年　齢

介護保険
給
付
対
象
外

　
　
　

の
方

給
付
対
象　

　
　

の
方
※

福祉事務所所得に応じて負担
（無料～２割以内）

家事や外出の一部に手助けの必要な方
６５歳以上（６５歳
未満の初老期痴
呆の方を含む）

○×
・買い物などの家事や、通院など外
い（３時間を限度におおむね週２時間

日常生活動作能力の低下により転倒などの危険
のある方６５歳以上○○置・段差解消など在宅生活を継続す

な住宅改修工事

高齢者事業課
（申し込みは、各
ふれあいの家へ）

１食４４０円
高齢者ひとりぐらしや高齢者世帯および日中、
家族が勤務により不在で食事をとることが困難
な方

６５歳以上○○物が困難な方への夕食配達（一部昼

高齢者活動支援セ
ンター１２年度は無料

要介護認定の非該当（自立）者で、敬老会館に
通える方６５歳以上○×芸・ダンスなどのレクリエーション

齢者活動支援センター、敬老会館 身体機能が低下しているが、敬老会館に通える
方６０歳以上○×

高齢者事業課無料（診断書料は自己
負担）

高齢、病気などで心身機能の訓練が必要な方４０歳以上○×後間もない方は週２回）基本動作と
どの訓練（必要に応じて送迎あり）
窪保健センター、高円寺保健センタ
活動支援センター

退院後６カ月程度までの方で、機能の訓練が必
要な方４０歳以上○○

高齢者活動支援セ
ンター無　料健康体操ができ、敬老会館に通える方６０歳以上○○義と体操【会場】敬老会館（２９館）

高齢者事業課無　料
保健・機能訓練・歯科・栄養について家庭での
指導が必要な方
（給付対象者の機能訓練は、退院早期の方のみ）

４０歳以上○○こと、リハビリや口腔衛生・栄養バ
の助言・指導

高齢者事業課―心身機能に低下が見られる方やその家族・ボラ
ンティアなど―○○

などで体が不自由だったり痴呆症状
そのご家族の自主的なグループ活動
工芸など）を支援

高齢者事業課

使用したおむつの実
額の１割
ただし、世帯全員が
住民税非課税の場合
は無料

次の①②ともに該当する方
①おむつを使用している方または失禁状態
にある方
②介護保険施設に入所していない方

６５歳以上（６５歳
未満の方は、痴
呆または特定疾
病の方を含む）

×○ひとりに合った紙おむつを自宅など
則月１回、月額６０００円の範囲内）

高齢者事業課所得に応じて負担
（無料～２割以内）

心身の機能の低下、障害および傷病等の理由
により、その家庭でなければ理髪できない方

おおむね６５歳
 ����� 以上○○張理髪サービス（年４回）

高齢者事業課所得に応じて負担
（無料～２割以内）

心身の機能の低下、障害および傷病等の理由
により、ねたきり等の状態の方

おおむね６５歳
 ����� 以上○○

マットレスの洗濯（年２回）、
ん・マットレス・毛布の乾燥サービ
の提供

高齢者事業課
（募集は改めて広
報でお知らせ）

所得に応じて負担
（無料～２割以内）

次の①②ともに該当する方
①ひとりぐらし、または高齢者のみの世帯など
の方
②心臓病・高血圧などの慢性疾患による発作な
どで、常時注意を要する方

おおむね６５歳
 ����� 以上○○

庭内で急病など緊急事態になったと
または民間業者に通報することで救
ービスの提供

高齢者事業課所得に応じて負担
（無料～２割以内）

次の①②のいずれかに該当する方
①ねたきりの高齢者世帯等
②心身の機能の低下にともない防火の配慮が必
要な方
※電磁調理器以外は耐火住宅以外に居住してい
る方

おおむね６５歳
 ����� 以上○○

火災による緊急事態に備えて、①火
自動消火装置③ガス安全システム④
の給付

高齢者事業課
（募集は改めて広
報でお知らせ）

所得に応じて負担
（無料～２割以内）

痴呆性で徘徊のある高齢者を介護している
方

おおむね６５歳
 ����� 以上○○齢者が徘徊したとき、介護者に位置

高齢者事業課
（申し込みは、各
福祉事務所へ）

無料

次の①②に該当する方
①ひとりぐらし、または高齢者のみの世帯で、
近隣に親族のいない方
②世帯全員が住民税非課税の方

おおむね６５歳
 ����� 以上○○話の貸与および毎月の基本料の助成

高齢者事業課無料ひとりぐらし、または高齢者のみの世帯おおむね６５歳
 ����� 以上○○所に住んでいる方が友愛訪問員とし

高齢者事業課
（申し込みは、各ふ
れあいの家へ）

無料
（材料費は自己負担）

家庭で高齢者の介護にあたっている方や、介
護に関心のある方特になし○○実技などの研修

ふれあいの家

所・ケア２４へ。
の認定で要介護・要支援となった方です。

介護支援課利用したサービスの
１割

次の①②いずれかに該当し、杉並区保健・福祉サービス利用証の交付を
受けている方
①４０歳から６５歳未満の特定疾病以外の疾病による痴呆の方
②４０歳未満の痴呆の方

方に、要介護状態に応じたサービス
度額（月額）の範囲で提供
の種類〉訪問介護・訪問入浴介護・
・福祉用具貸与・短期入所生活介護・
療養介護

することは、各保健センターへ。

◆１２年４月から見直しを行った主な高齢者福祉サービス◆
護を支援することを目的に、１２年４月から次の新規のサービスを開始するとともに、介護保険制度や他のサービスと目的が重複しているサービスなど

●高齢者ショートステイ・ホームケア　●痴呆性高齢者ショートステイ　●巡回入浴サービス　●福祉機器の貸与・給付　●住宅改造費助成　
●デイサービス　●痴呆性デイホーム　●２４時間巡回型介護　●ホームヘルプサービス

●高齢者おむつの支給　●家事・付き添いサービス　●住宅改修費助成　●いきいきデイサービス　●高齢者火災安全システム　●徘徊高齢者探
索システム　●施設退所高齢者支援事業　●グループリビング支援事業

い高

●高齢者の介護手当　●インターホン・ブザーの設置　●専用電話の電話料助成　●高齢者のおむつ代の支給　●通所給食サービス　●施設入浴
サービス　●友愛訪問の給食サービス（友愛訪問制度は継続）
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◆１２年度に予定

サービス名

掃除・洗濯・
出のお手伝い
程度）

家事・付き添いサービス

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

手すりの設置
るのに必要な住宅改修費助成

調理や買い物
食）配食サービス

週１回、手芸
活動。
【会場】高齢
（６館）

いきいき
デイサービス

週１回（退院後
転倒予防など
【会場】荻窪
ー、高齢者活

機能訓練
（リハビリ教室）

月１回、講義健康体操

病気や体のこ
ランスなどの訪問指導事業

病気や加齢な
がある方やそ
（体操・手工

地域リハビリテーション
自主グループ活動支援

利用者一人ひ
へ配送（原則高齢者等おむつの支給

自宅での出張高齢者理髪サービス

敷ぶとん・マ
掛・敷ぶとん
ス（毎月）の

高齢者寝具洗たく乾燥サービス

高齢者が家庭
き、消防庁ま
助されるサー

高齢者緊急通報システム

家庭内での火
災警報機②自
電磁調理器の

高齢者火災安全システム

痴呆性の高齢
情報の提供徘徊高齢者探索システム

区名義の電話福祉電話の貸与

高齢者の近所
て家庭訪問友愛訪問

介護知識・実
【会場】各ふ家族介護教室

利用のご相談は、各問い合わせ先・福祉事務所
※「介護保険給付対象の方」とは、介護保険の

若年痴呆の方
を、利用限度
〈サービスの
通所介護・福
短期入所療

若年痴呆症者支援事業

杉並区保健・福祉サービス利用証の交付に関す

区では、高齢者の自立生活や、家族の方の介護
の見直しをしました。

介護保険の給付となるサービス

新たに始まるサービス（介護保険に含まれない
齢者福祉サービス）

１２年３月３１日までに終了となるサービス

　

老
人
福
祉
手
当
は
、
在
宅
で

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
不
十
分
な

昭
和　

年
代
に
、
施
設
入
所
者

４０

に
比
べ
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス

に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
創
設
さ

れ
た
都
の
手
当
で
す
。
区
は
、

都
の
制
度
よ
り
対
象
者
を
拡
大

し
て
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
現
在
は
、
当
時
に
比

べ
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
大
幅
に

充
実
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、　
１２

年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
介
護

保
険
制
度
と
目
的
が
重
複
す
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
都
は
老
人
福

祉
手
当
を
見
直
す
こ
と
と
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
区
も
、
都
に
合

わ
せ
て
、
次
の
と
お
り
見
直
し

ま
す
。

◇
変
更
内
容

　

今
後
三
年
間
の
支
給
額
は
、

下
表
の
と
お
り
毎
年
四
分
の
一

ず
つ
順
次
減
額
し
ま
す
。

　
　

年
４
月
１
日
以
降
に
支
給

１２
要
件
に
該
当
し
た
方
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、　

年
３
月　

日
ま

１２

３１

で
に
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い

る
方
は
、　

年
６
月　

日
ま
で

１２

３０

申
請
で
き
ま
す
。

　

対
象
の
方
は
速
や
か
に
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

【
対
象
】　

年
３
月　

日
時

１２

３１

点
で
次
の
す
べ
て
の
支
給
要
件

に
該
当
し
て
い
る
方

　

①
区
民
の
方
②
昭
和　

年
３

１０

月　

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

３１
（
痴
呆
と
診
断
さ
れ
た
場
合

は
、
昭
和　

年
４
月
１
日
以
降

１０

に
生
ま
れ
た
方
も
含
み
ま
す
）

③
三
カ
月
以
上
ね
た
き
り
や
痴

呆
の
状
態
で
、
日
常
生
活
に
介

護
が
必
要
な
方

　

た
だ
し
、
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
な
ど
の
施
設
入
所
者
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
者
事

業
課
へ
。

〈手当額〉 ���������� （月額）

１４年度１３年度１２年度現行区分
１３，７５０円２７，５００円４１，２５０円５５，０００円７０歳以上

１１，２５０円２２，５００円３３，７５０円４５，０００円所得
基準額以下６５歳以上

７０歳未満
７，５００円１５，０００円２２，５００円３０，０００円所得

基準額超

７，５００円１５，０００円２２，５００円３０，０００円重度心身障害者手当
受給者

老
人
福
祉
手
当
を
見
直
し
ま
す

―
申
請
は
６
月　

日
ま
で

３０

　障害者の方も、介護保険のサービスを利用するためには、介護や支援が必要であるという認定を受けなければなりません。６５歳以
上および４０歳以上６５歳未満の特定疾病に該当する方は、介護保険の要介護認定の申請をしてください。
　その結果、要支援・要介護と認定されたとき、介護保険によるサービスを優先して受けていただきます。
　ただし、「自立」と認定された方や、介護保険のサービスを受けられる方であっても障害者固有のニーズによるサービスが必要と
認められる方については、独自の高齢者サービスまたは障害者サービスが受けられる場合があります。（下表）

介護保険で障害者福祉サービスの一部が変わります

�配食サービス・家族介護教室については、下記ふれあい
の家（高齢者在宅サービスセンター）へ。

電話番号施設名
３２２０‐９６３７荻窪ふれあいの家
３３１８‐２６６０松ノ木ふれあいの家
３３３８‐８６３０阿佐谷北ふれあいの家
３３３０‐４９０３高円寺北ふれあいの家
３３１２‐９５５６和田ふれあいの家
３３９４‐０４５５清水ふれあいの家
３３０１‐２２５６上荻ふれあいの家
３３９０‐８０７４下井草ふれあいの家
３３９４‐９８３１上井草ふれあいの家
３３２１‐４８０８和泉ふれあいの家
３３３４‐２７４３南陽園高齢者在宅サービスセンター※
３３２７‐５８１１永福ふれあいの家

※＝配食サービスのみ

 ���� ℡３３１２‐２１１１
�区役所高齢者事業課
　　　　　介護支援課
　　　　障害者福祉課

 ���� ℡３３３１‐９２１１�高齢者活動支援センター

 ���� ℡３３３２‐６１２１�障害者福祉会館

３ページをご覧くださ
い

�福祉事務所
�ケア２４

荻　窪＝℡３３９１‐００１５
高井戸＝℡３３３４‐４３０４
高円寺＝℡３３１１‐０１１６
上井草＝℡３３９４‐１２１２
和　泉＝℡３３１３‐９３３１

�保健センター

問い合わせ先

問い合わせ先介護保険と障害者福祉サービスサービス名

福祉事務所
障害者福祉課

介護保険サービスが受けられます
●視覚・聴覚・知的障害者等＝障害の状態によって、介護保険サービスと障害者サービスが受けられる場合があり
ます。

●全身性障害者介護人派遣＝介護保険サービスを受けたうえで、不足するサービスについて派遣を受けられます。
●ガイドヘルパー派遣、重度脳性麻痺者介護人派遣、重度心身障害者ホームヘルパー特別派遣＝従来どおりです。

ホーム
ヘルプ
サービス等

障害者福祉課

介護保険サービスが受けられます
●６５歳以前から障害者巡回入浴サービスを受けていた方など一定の条件に該当する方（※）は、介護保険サービス
を受けたうえで年１２回の障害者サービスが利用できます。

巡回入浴
サービス

介護保険サービスが受けられます
●４０～６５歳未満の特定疾病の方は、障害の状況により介護保険サービスで対応できないとき、障害者サービスが利
用できます。

ショート
ステイ

障害者
福祉会館

介護保険サービスが受けられます
●自立・社会参加等を目的とするときは、可能な範囲で障害者サービスが利用できます。

機能訓練・
デイサービス

福祉事務所

介護保険サービスが受けられます
●介護保険に無い品目等については、障害者サービスが利用できます。

福祉用具の
貸与・給付

●６５歳以上の方＝介護保険サービス、高齢者サービス、障害者サービスが受けられます。
●４０～６５歳未満の特定疾病の方＝介護保険サービスを受けたうえで不足するサービスについて障害者サービスが
受けられます。

住宅改修費
助成

※一定の条件に該当する方とは�障害者巡回入浴サービスを受けていた方が６５歳以上になったとき�４０～６５歳未満の方が特定疾病になったとき�平
成１２年３月３１日現在高齢者巡回入浴サービスを受けていた方で、６５歳未満のときに身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度の交付を受けている方。

�高齢者サービスの変更等に伴い、次の障害者サービスが変更になります。
◇理髪サービス、寝具洗たく乾燥サービス、おむつ支給＝６５歳以上の方は、原則として高齢者サービスへ移行します。また、おむ
つの支給は今までの現金給付から現物給付となります。

◇介護手当＝６５歳以上と、４０歳以上６５歳未満の特定疾病に該当する方を介護する方への支給はなくなります。
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こ
の
計
画
は
、
介
護
保
険
法

に
基
づ
き
、
区
の
介
護
保
険
事

業
の
基
本
と
な
る
べ
き
指
針
と

し
て
策
定
し
ま
し
た
。
今
回
の

計
画
は
平
成　

〜　

年
度
の
五

１２

１６

年
間
を
計
画
期
間
と
し
ま
す

が
、
三
年
ご
と
に
改
定
す
る
予

定
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
計
画
推
進
課

へ
。

○
高
齢
者
の
自
立
支
援

　

区
の
介
護
保
険
事
業
の
基
本

理
念
は
人
権
擁
護
を
前
提
と
し

た
「
高
齢
者
の
自
立
支
援
」
で

す
。高
齢
者
の
人
権
を
擁
護
し
、

寝
た
き
り
な
ど
の
予
防
に
力
を

入
れ
る
と
と
も
に
、
介
護
を
要

す
る
状
態
に
な
っ
て
も
高
齢
者

自
身
の
希
望
が
尊
重
さ
れ
、
自

立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
な

生
活
の
質
の
維
持
・
向
上
を
目

指
し
た
支
援
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。

○
「
杉
並
ら
し
さ
」
を
生
か
し

た
介
護
保
険
事
業

　

被
保
険
者
で
あ
る
区
民
一
人

ひ
と
り
が
、
本
人
に
と
っ
て
最

も
適
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

区
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整

備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
な
と
き
に

受
け
ら
れ
る
と
い
う
権
利
の
保

護
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
を
基

本
姿
勢
と
し
ま
す
。

①
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備
の
推
進

　

利
用
者
が
必
要
な
時
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
計
画
で
定
め
ら
れ

た
サ
ー
ビ
ス
確
保
策
の
推
進
に

努
め
ま
す
。

②
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
充
実

　

一
人
ひ
と
り
に
的
確
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
区
は

介
護
保
険
事
業
内
外
の
各
種
施

策
を
総
合
的
か
つ
的
確
に
提
供

し
て
い
く
「
公
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
」
の
機
能
を
十
分
に
発

揮
し
て
い
き
ま
す
。

③
被
保
険
者
の
権
利
の
保
護

　

法
定
の
苦
情
処
理
、
不
服
申

し
立
て
手
続
が
円
滑
に
行
わ

れ
、
被
保
険
者
の
相
談
・
苦
情

に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化
、

職
員
研
修
の
充
実
に
努
め
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
運

営
協
議
会
に
対
し
て
苦
情
事
例

の
報
告
等
を
行
う
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
被
保
険
者
の
意
見
を
制

度
の
改
善
に
反
映
さ
せ
る
取
り

組
み
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
被

保
険
者
の
意
向
を
尊
重
し
つ

つ
、
積
極
的
に
サ
ー
ビ
ス
利
用

の
勧
奨
を
行
い
ま
す
。

④
地
域
の
相
互
扶
助
機
能
を
高

　

め
る
施
策
の
推
進

　

地
域
に
お
け
る
介
護
力
を
高

め
、
区
民
の
積
極
的
な
参
加
に

よ
る
福
祉
文
化
を
育
て
る
た

め
、
地
域
の
自
主
グ
ル
ー
プ
や

N
P
O
団
体
、
基
準
該
当
事
業

者
に
対
し
て
活
動
の
支
援
を
行

っ
た
り
、
日
常
生
活
を
支
援
す

る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、

生
き
が
い
の
充
足
の
た
め
の
条

件
整
備
等
を
図
っ
て
い
き
ま

す
。

⑤
介
護
予
防
施
策
の
推
進

　

い
つ
ま
で
も
自
立
し
た
生
活

を
送
る
た
め
に
は
、
介
護
予
防

の
た
め
の
施
策
が
重
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、
介
護
保
険
の
給
付

対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、
何
ら

か
の
援
護
を
必
要
と
す
る
高
齢

者
を
対
象
に
、
身
近
な
地
域
の

中
で
各
種
支
援
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
の
体
制
整
備
に

努
め
ま
す
。

⑥
健
康
の
保
持
増
進

　

加
齢
等
に
よ
っ
て
心
身
の
機

能
が
低
下
し
て
も
、
自
立
し
た

日
常
生
活
が
継
続
で
き
る
よ

う
、
要
介
護
状
態
を
も
た
ら
す

よ
う
な
疾
病
等
の
予
防
を
図

り
、
健
康
相
談
・
健
康
教
育
の

充
実
を
図
り
ま
す
。

⑦
効
率
的
な
執
行
体
制
の
確
立

　

保
険
事
業
の
安
定
的
な
運
営

を
行
い
、
被
保
険
者
が
真
に
必

要
と
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
的

確
に
供
給
す
る
た
め
に
、
最
小

の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
上
げ

る
効
率
的
な
執
行
体
制
の
確
立

に
努
め
ま
す
。

○
民
間
事
業
者
間
の
連
携
体
制

と
そ
の
支
援

　

区
は
、
事
業
者
連
絡
会
を
定

期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
W
A
M
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り

各
種
情
報
の
共
有
化
を
図
る
こ

と
に
よ
り
、
事
業
者
間
の
連
携

体
制
を
強
化
し
ま
す
。

○
区
社
会
福
祉
協
議
会
、
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
さ
ん
あ

い
公
社
に
対
す
る
支
援
と
調
整

（
区
社
会
福
祉
協
議
会
）

　

社
会
福
祉
構
造
改
革
の
一
環

と
し
て
、社
会
福
祉
協
議
会

は 
、地
域
に
お
け
る
ト
ー
タ
ル

な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
住
民

の
視
点
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
ま
す
。
区
は
、
積

極
的
な
情
報
提
供
や
適
切
な
財

政
支
援
を
行
い
、
新
た
な
制
度

を
生
か
し
た
高
齢
者
の
権
利
保

護
体
制
の
構
築
を
支
援
し
て
い

き
ま
す
。
ま
た
社
会
福
祉
協
議

会
は
、
区
か
ら
受
託
し
て
い
る

高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
（
ふ
れ
あ
い
の
家
）
に
つ
い

て
効
率
的
な
事
業
運
営
に
努
め

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

（
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー　

ケ
ア　

）
２４

　

区
の
公
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
を
担
う
機
関
と
し
て
、相
談
、

申
請
受
付
、
要
介
護
認
定
調
査

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
と
し
て
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し

ま
す
。
区
は
、
基
幹
型
セ
ン
タ

ー
お
よ
び
地
域
型
セ
ン
タ
ー
の

整
備
を
進
め
、
活
動
を
支
援
し

て
い
き
ま
す
。

（
さ
ん
あ
い
公
社
）

　

こ
れ
ま
で
の
事
業
の
他
、
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
お
よ

び
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
と
し

て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成

事
業
及
び
訪
問
介
護
事
業
を
行

い
ま
す
。

○ 
地
域
の
関
係
団
体
と
の
連

携
体
制

　

区
は
、
各
団
体
代
表
者
の
介

護
保
険
運
営
協
議
会
へ
の
参

加
、
関
係
団
体
連
絡
会
の
開
催

等
を
通
じ
て
、
情
報
提
供
を
積

極
的
に
行
う
と
と
も
に
関
係
団

体
の
意
見
を
聴
き
、
事
業
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
で
、
相
互
の
信

頼
関
係
の
も
と
、
連
携
体
制
を

確
立
さ
せ
ま
す
。

　

昨
年
９
月
に
「
保
健
・
福
祉

計
画
」
の
素
案
を
公
表
し
、
広

報
す
ぎ
な
み
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー

ト
や
関
係
団
体
な
ど
を
と
お
し

て
区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
多
く
の

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
調

整
会
議
、
民
生
・
児
童
委
員
総

務
協
議
会
、
障
害
者
福
祉
懇
談

会
な
ど
の
機
関
か
ら
も
ご
意
見

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
寄
せ
ら
れ
た

意
見
・
要
望
は
、
①
現
在
の
サ

ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
な
い
で
計

画
を
推
進
し
て
ほ
し
い
②
駅
前

保
育
の
実
施
③
痴
呆
性
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
の
整
備
と
充
実
④
高

齢
者
の
訪
問
介
護
や
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
等
、
自
立
支
援
の
た
め
の

施
策
の
充
実
⑤
障
害
者
が
自
立

す
る
た
め
の
訓
練
の
場
の
提
供

⑥
苦
情
処
理
機
関
の
設
置
⑦
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
、
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
。

　

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
意
見
は
、

で
き
る
限
り
計
画
に
反
映
す
る

よ
う
努
め
ま
し
た
。

　

計
画
は
、　

年
度
〜　

年
度

１２

１６

ま
で
の
５
年
間
の
目
標
を
示
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

○
人
間
性
の
尊
重

○
自
立
の
促
進

○
生
活
の
質
の
向
上

○
自
己
決
定
の
尊
重

の
４
つ
の
基
本
理
念
の
も
と

に
、
事
業
を
５
つ
の
分
野
（
表

１
〜
５
）
に
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
具
体
的
施
策
と
目
標
を
掲

げ
ま
し
た
。

　

区
の
財
政
も
大
変
厳
し
い
状

況
に
あ
り
ま
す
が
、
だ
れ
も
が

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
計
画
の
推
進
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

☆

　

問
い
合
わ
せ
は
、
厚
生
部
管

理
課
へ
。

※
「
保
健
・
福
祉
計
画
」（
介
護

保
険
事
業
計
画
含
む
）
は
区

役
所
二
階
の
区
政
資
料
室
お

よ
び
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま

す
。
区
政
資
料
室
で
は
、
一

冊
一
一
〇
〇
円
で
販
売
し
て

い
ま
す
（
貸
し
出
し
用
も
あ

り
ま
す
）。

〇健康づくり活動の支援（健康づくり教室の充実や健康づくりに主体的に取り組
む自主グループを育成し、健康づくりの輪を広げていく－新規５０グループ）
〇結核感染の危険が高い集団への予防対策の強化
（結核集団感染の起こりやすい高齢者福祉施設や学校などにおける検診の状況を
把握し、未実施施設などに検診を勧奨する）など８３事業

表－１　みんなの健康を確保するために

〇乳幼児保育の充実（産休明け保育等の乳幼児保育を充実する－新規３園）
〇虐待防止の取組み強化
（児童の虐待防止についての理解を深めるため広報活動の充実や早期発見に努め
「杉並区児童虐待防止連絡会」のもとに取り組みを強化する）など３９事業。

表－２　子どものすこやかな成長のために

〇重度身体障害者の通所施設の整備（自立と社会参加の促進を図るため整備する
－新規１所）
〇民営通所施設への助成
（多様な福祉的就労の場を確保するために、小規模通所授産施設等への助成を行
う―新規４所）　など４０事業

表－４　障害者の自立と生活の安定のために

〇適切な苦情処理の仕組みづくり（誰もが気軽に福祉サービスの相談ができ、問
題の解決につなげるとともに、意見・要望に迅速に対応するための身近な相談助
言機関や第三者機関などの整備を図る）
〇情報提供の充実（必要なときに適切なサービスを選択できるよう保健・医療、
福祉サービスに関する情報提供体制を整備する）など３２事業

表－５　地域に「共に生きる」福祉基盤を育てるために

〇デイサービスの充実など３５事業。（４面参照）

表－３　高齢者がゆたかに、より自立して生きるために

「保健・福祉計画」の主な事業 「
保
健
・
福
祉
計
画
」・「
介
護
保
険
事
業
計
画
」

 
�
�
�
�
�
�
�
�
� 
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

　

介
護
保
険
事
業
計
画 そ

れ
ぞ
れ
の
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

保
健
・
福
祉
計
画

区
が
取
り
組
む
べ
き
課
題

介
護
保
険
事
業
の
基
本
理
念

介
護
保
険
事
業
者
間
の 

 

連
携
の
確
保
等

計
画
推
進
の
た
め
の

具
体
的
施
策



広報� NO.1508　 平成１２（２０００）年３月３１日（金曜日）●７

〈発行日〉広報すぎなみ…毎月１日・１１日・２１日

〈表１‐居宅サービス量の見込み〉

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度
訪問介護

２７,８４４２５,５６９２３,６５３２１,９１５１９,６９３必要量（回／週）
１００%１００%１００%１００%１００%供給率
２７,８４４２５,５６９２３,６５３２１,９１５１９,６９３サービス提供量（回／週）

訪問入浴介護
８８２８１６７７７７５１６８１必要量（回／週）
１００%１００%１００%１００%１００%供給率
８８２８１６７７７７５１６８１サービス提供量（回／週）

訪問看護
２,８９９２,６５２２,４６７２,３１１２,０６６必要量（回／週）
９０.００%８３.４２%７６.８５%７０.２７%６３.６９%供給率
２,６０９２,２１３１,８９６１,６２４１,３１６サービス提供量（回／週）

訪問リハビリテーション
３７８３５４３４６３４６３１８必要量（回／週）

５０.００%４０.６４%３１.２９%２１.９３%１２.５７%供給率
１８９１４４１０８７６４０サービス提供量（回／週）

通所介護、通所リハビリテーション
９,１１４８,９２２８,７８４８,６７５８,４４７必要量（回／週）
７５.００%７１.８３%６８.６６%６５.４９%６２.３２%供給率
６,８３５６,４０８６,０３１５,６８１５,２６４サービス提供量（回／週）

短期入所生活介護、短期入所療養介護
１１,１２８１０,７７６１０,５７６１０,４５８１０,０７４必要量（週／６月）
７５.００%６９.０９%６３.１９%５７.２８%５１.３８%供給率
８,３４６７,４４６６,６８３５,９９１５,１７６"サービス提供量（週／６月）

居宅介護支援
８,７２０８,５３４８,４１０８,３１２８,０８８必要量（要介護等高齢者数）
９９.５１%９９.５１%９９.５１%９９.５１%９９.５１%利用率
８,６７７８,４９２８,３６９８,２７２８,０４８サービス提供量（利用者数）

居宅療養管理指導
５,２３２４,７６７４,３５０３,９５５３,５１４利用者数
６０.００%５５.８６%５１.７２%４７.５８%４３.４４%利用率

痴呆対応型共同生活介護
９８９６９６９５９３必要量（人数）

２８.４９%２９.０２%２２.９９%６.２９%０.００%供給率
２８２８２２６０サービス提供量（人数）

福祉用具貸与（利用者数）
１,７９１１,７３７１,６８０１,６１８１,５５５歩行器
５,３８７５,２８８５,２４０５,２２０５,１０２車椅子
１,４２８１,４３０１,５００１,６１４１,６１６特殊寝台
１,４２８１,４３０１,５００１,６１４１,６１６マットレス
５８５８６０６４６４徘徊感知器
７３９７４３７８９８６１８６６エアーパッド

特定施設入所者生活介護
１３５１２５１１５１０５９５利用者数

※表中の必要量やサービス提供量などの各数値は、表示桁数未満を四捨五入しているため、計
算で求めた数値と一致しないところがあります。

○訪問介護（ホームヘルプ）
民間事業者との連絡会を設置するなど区と事業者との連携体制を強化
し、民間事業者の事業参入を促進します。特に、巡回介護型の事業実
施の働きかけを行います。
○訪問看護
区内の訪問看護ステーションに対し供給量の増加を促すとともに、新
規事業者の参入を促進します。
○通所介護（デイサービス）
今後とも区有施設の利用状況を把握しながら、学校余裕教室など既存
施設の活用によるデイサービス施設の整備を進めていきます。また、
区内に特別養護老人ホームが建設される場合に併設するよう誘導して
いきます。
○短期入所生活介護（ショートステイ）
区内に特別養護老人ホームが建設される場合に併設するよう誘導して
いきます。
○短期入所療養介護（ショートステイ）
区内や近隣区市にある介護老人保健施設などへ個別に働きかけを行
い、サービスの実施や供給量の拡大を図っていきます。
○痴呆対応型共同生活介護（痴呆性高齢者グループホーム）
民間住宅の活用や区内に特別養護老人ホームが建設される場合に併設
するよう誘導するほか、公営住宅との併設などにより整備を図ってい
きます。
○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）および介護老人保健施設
都が策定した介護保険事業支援計画に基づき、区内に施設が建設され
る場合には、建設助成を行っていきます。
○介護療養型医療施設
区内にある療養型病床群や介護力強化病院に対し、介護保険施設とし
ての指定に向けて、個別に働きかけを行っていきます。

介護給付等対象サービスの種類ごとの現
状と見込みおよびその確保のための方策
介護給付等対象サービスの計画期間におけるサービス見込量
は、表１、２のとおりです。

◆計画期間における人口推計等◆

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度  区　　分

５０８,７８７人５１０,３３９人５１１,５２８人５１２,３７３人５１２,８０７人総　人　口

１６１,２５５人１６０,１７４人１５９,５４３人１５９,６４８人１６０,１２３人第二号被保険者数
（４０歳以上６５歳未満）

９０,７８０人８９,８３５人８８,６９８人８７,０２０人８５,１４４人第一号被保険者数
（６５歳以上）

１７.８％１７.６％１７.３％１７.０％１６.６％＜高齢化率＞
（総人口比）

１１,６４４人１１,４１３人１１,１７０人１０,８６５人１０,５４９人介護保険の給付対象とな
る第一号被保険者数

１２.８％１２.７％１２.６％１２.５％１２.４％＜出現率＞
（６５歳以上人口比）

（注）１.各年度の人口数は、平成８年から平成１１年までの住民基本台帳による人口数及び外国人
登録されている人口数を用いて推計したものです。（各年度１０月１日基準日）２.「介護保
険の給付対象となる第一号被保険者数」は、高齢者実態調査結果による出現率をもとに推計
したものです。

区と区民等との役割分担

・自分自身の健康管理と健
康を損なった場合の悪化
を防ぐ努力
・地域における支えあいの
基盤の強化
・杉並区にふさわしい介護
保険を区民の立場からつ
くりだす

区　

民

・良質なサービスの提供
・介護を必要とする状態を
軽減する視点からのサー
ビス提供・利用者本人、
家族との密接な連携作り

・的確な情報提供、苦情処
理体制の整備

事
業
者

区

事業者として
・制度発足時に不足が予測される
一部サービスを、当分の間提供
していく

・民間事業者の範となるサービス
の提供に努める

保険者として
・制度の安定的運営・民間事業者
の参入の促進
・事業者に対する的確な指導を行
い、良質なサービスの確保に努
める

〈表２‐施設サービスの量の見込み〉

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度

２,９２４人２,８７９人２,７６０人２,５５３人２,４６１人施設サービス総数

３.２２%３.２０%３.１１%２.９３%２.８９%６５歳以上人口比

１,６７１人
（１１人）

１,６５２人
（３３人）

１,５６１人
（５５人）

１,３７６人
（７７人）

１,３０５人
（９８人）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
※（　）内は、経過措置
対象者数（内数）

１.８４%１.８４%１.７６%１.５８%１.５３%６５歳以上人口比

４８５人４５９人４３１人４１０人３８８人介護老人保健施設
（老人保健施設）

０.５３%０.５１%０.４９%０.４７%０.４６%６５歳以上人口比

７６８人７６８人７６８人７６８人７６８人介護療養型医療施設
（療養型病床群等）

０.８５%０.８５%０.８７%０.８８%０.９０%６５歳以上人口比
※表中の各数値は、表示桁数未満を四捨五入しているため、総数が一致しないところ
があります。
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介護保険事業計画（素案）を修正した主な事項

修　正　内　容修　正　箇　所

「高齢者の人権擁護」の趣旨を新たに記述
しました。

介護保険事業の基本理念
○基本理念

「地域の相互扶助機能を高める施策の推
進」に、住民同士の支えあい、積極的な参
加の記述を入れました。区が取り組むべき課題

介護予防施策の推進についての項目を新た
に追加しました。

区は利用者の苦情などを主体的に受け止
め、事業者に必要に応じ指導を行う旨を新
たに記述しました。

区の役割
○保険者としての役割

良質なサービスの提供、サービス評価の実
施、的確な情報提供、苦情処理体制の整備、
個人情報の保護等を加筆しました。

事業者の役割

各見込み量等の数値を全面的に見直しまし
た。

・介護給付等対象サービスの
実績と12年度の見込み
・施設サービスの量の見込み
・居宅サービスの量の見込み

見込み量等の算出方法等について、新たに
説明を加えました。各見込み量の算出方法等

運営協議会の骨格について、新たに記述し
ました。介護保険運営協議会

介護保険事業費の見込み

１４年度１３年度１２年度区　　分

１１７億５，２００万円１０９億９，１００万円９７億７，２００万円施設サービス費用

１１１億２，８００万円１０２億５，４００万円８４億９，９００万円居宅サービス費用

２２８億８，０００万円２１２億４，５００万円１８２億７，０００万円計

（注）１．表中の額は百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しな
いところがあります。２．居宅サービス費用には、福祉用具購入、住宅改
修及び第２号被保険者に係るサービス費用が含まれています。

説明会アンケート等について
昨年の事業計画素案説明会、広報すぎなみ「介護保険事業計画特集号」など

でお願いしましたアンケート結果の主なご意見をお知らせします。

①制度・運営について
介護保険のお世話にならないよう、健康に留意していきたい。制度の内
容が理解できず、不安。

②保険料について
年金だけで暮らしている高齢者に配慮を。保険料は高くてもサービスを
充実させてほしい。

③利用料について
低所得者に対しては、減免措置など配慮してほしい。

④認定について
公平、簡素に。調査員や認定審査会委員の違いで認定の結果に差が出な
いようにしてほしい。相談窓口を充実させる。認定に関する情報は公開
を。

⑤介護支援専門員・介護サービスについて
介護支援専門員の資質の向上に努めてほしい。

⑥サービス基盤整備について

〈 在宅サービス 〉
現在のサービス量を低下させないでほしい。受ける側が安心感を持てる
ような仕組みづくりを。
〈 施設サービス 〉
痴呆性グループホームの整備を。余裕教室などを活用し、高齢者施設を
増やして欲しい。

⑦サービス提供事業者について
よいサービス事業者を選ぶにはどうしたらよいか。情報はどこで手に入
れるのか。事業者に対して、公平な立場からしっかりと監督してほしい。

⑧事業計画について
国や都に対して区民に代って、改善の要望をしてほしい。予防医学など、
要支援、要介護にならないための施策の推進が大切。

⑨その他
制度のPRを充分に。苦情処理をしっかりして、受ける側が安心感を持て
るようにしてほしい。
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